
  

(注)東京支社は証券取引法第25条による縦覧場所ではありませんが便宜上公衆の縦覧に供しております。 
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第135期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書

の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

   （３）内部統制システムの整備の状況 

  

３ 【訂正箇所】 

差し替えして訂正する箇所は以下のとおり表示しております。 

なお、訂正事項の全文差し替えの為、訂正箇所の下線を省略しております。 

第一部 【企業情報】 

 第４ 【提出会社の状況】 

  ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

   （３）内部統制システムの整備の状況 

（訂正前） 

 当社は、平成18年５月24日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議いたしました。 

①取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社におけるコンプライアンス体制に基づき、取締役及び従業員が法令・定款並びに社内規則等を遵守しかつ社会規範を尊重する

ための行動規範（基準）を定め、取締役及び従業員が職務を適法に執行する体制を確保する。 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 規程類及び文書管理規程、秘密情報管理規程、電子情報管理規程等の社内規則を定め、当該諸規則に基き、取締役の職務執行にか

かる情報の保存／管理を徹底する。 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 売掛金及び受取手形等の貸し倒れを防止するための与信管理規程・信用限度管理規程、自然災害等への被害を 小限に抑制するた

めの危機管理ガイドライン及び工場における安全操業を維持するための安全衛生管理規程・安全審査規程その他の災害、事故、不良

債権、不祥事等の各種損失のリスクを予防ないしは回避するための諸規則を定め、各々の部署において各種リスクへのチェック・教

育・訓練体制を整備し、当社における損失の危険を予防乃至回避するための適正な対応を図る。 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 事業推進に伴うリスクを継続的に監視し、以下に定める体制を整備し職務執行の効率性の確保を図る。 

(a)全社的に影響を及ぼす重要事項については、取締役会、経営会議等にて多面的な検討を経て慎重に審議・決定する。 

(b)市場競争力の強化を図るために、取締役会規則等に基づき全社における目標値を年度予算として策定し、それに基づく定期的な業

績管理を実施する。 

(c)業務運営の状況を把握し、当該業務運営が適正に運営されているかを、内部監査規程等に基づき定期的に内部監査を実施する。 



⑤当該株式会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社及び子会社等のグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図るとともに社会的責任を全うするために、子会社の独立

性を確保しつつ関係会社管理規程等に基づき、親会社・子会社間の指揮・命令、意思疎通の連携を確保する体制を整備するとともに

グループ全体としてのコンプライアンス体制を整備する。 

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該補助使用人の取締役か

らの独立性に関する事項 

 監査役の職務の補助使用人がその職務の執行に必要な場合は、監査室に職務の執行の補助を委嘱しかつ当該補助使用人の任命、評

価、懲戒等については、独立性を確保するために監査役会の同意を必要とする体制を整備する。 

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項 

 監査の実効性を確保するため、経営、業績等に影響を及ぼす重要な事項及び取締役の不正、法令違反等について、取締役及び従業

員が監査役にすみやかに報告する体制を整備する。 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

 監査役会規則等に基づき監査役が子会社等のグループ会社の監査役との相互の情報提供や意見交換を行うとともにグループ会社全

体における各種の重要会議に出席し、関係部署の調査、重要案件の決裁書（稟議書等）の確認等が、支障なく行使できる社内体制を

整備し実効性を確保する。 

  

（訂正後） 

 当社は、平成18年５月24日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議いたしました。 

①取締役、使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

１）当社は、コンプライアンス体制に基づき、取締役および従業員が法令・定款ならびに社内規則等を遵守しかつ社会規範を尊重す

るための行動規範（基準）を定めており、当該行動規範その他の諸規則等に従い、取締役および従業員が職務を適法に執行する体制

を確保する。 

２）当社におけるコンプライアンス体制の実効性を確保するために、コンプライアンスプログラム、コンプライアンス委員会および

これらを補足するためのコンプライアンスガイドライン等の諸規則を定めており、コンプライアンスの強化および企業倫理の浸透を

図る。 

②取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制 

１）当社は、情報の保存および管理に関する規程類および文書管理規程、秘密情報管理規程、電子情報管理規程等の社内規則を定め

ており、当該諸規則に基づき、取締役の職務執行にかかる情報の保存および管理を徹底する。 

２）これらの管理体制に対しては、監査室による各部門への定期的な内部監査を実施し、経営執行状況の把握と必要な改善措置を講

じる。 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

１）不良債権等の発生を防止するための与信管理規程・信用限度管理規程、工場における安全操業を維持するための安全衛生管理規

程・安全審査規程、および自然災害・事故等への被害を 小限に抑制するための危機管理ガイドライン等、各種損失の危険を予防な

いしは回避するための諸規則を定めており、各々の部署において各種損失の危険のチェック・教育・訓練体制を整備し、当社におけ

る損失の危険を予防ないし回避するための適正な対応を図る。 

２）実際に生じた損失の危険に対しては、上記諸規則に則り、取締役が協力して対処し、また、必要に応じて社長または担当取締役

を本部長とする対策本部を立上げ、当該損失の危険の拡大防止、対応処理等について適切な対応策を設定し迅速に対応処理する体制

を確保する。 



④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 事業推進に伴うリスクを継続的に監視し、以下に定める体制を整備し職務執行の効率性の確保を図る。 

１）全社的に影響を及ぼす重要事項については、取締役会、経営会議等にて多面的な検討を経て慎重に審議・決定する。 

２）市場競争力の強化を図るために、全社における目標値を年度予算として策定し、それに基づく定期的な業績管理を実施する。 

３）業務運営の状況を把握し、当該業務運営が適正に運営されているかを、内部監査規程等に基づき定期的に内部監査を実施する。 

⑤当該株式会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

１）当社および子会社等のグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図るとともに社会的責任を全うするために、子会社の

独立性を確保しつつ関係会社管理規程等に基づき、グループ会社全体としてのコンプライアンス体制を整備する。 

２）当社における経営企画部が主管しグループ各社の重要会議に出席ないしは取締役等との情報交換を通じて、親会社・子会社間の

指揮・命令、意思疎通の連携を図り、業務の適正を確保する体制を整備する。 

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、および当該補助使用人の取締役

からの独立性に関する事項 

１）監査役から監査役の職務を補助すべき使用人（補助使用人）の要請があった場合は、然るべき適任者を選任する。 

２）当該補助使用人の任命、評価、懲戒等については、独立性を確保するために監査役会の同意を必要とする体制を整備する。 

⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項 

 監査の実効性を確保するため、経営、業績等に影響を及ぼす重要な事項および取締役の不正、法令違反等の情報について、取締役

および従業員が監査役にすみやかに報告する体制を整備する。 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

 当社における関係部署の調査、重要案件の決裁書（稟議書等）の確認等が支障なく行使できる社内体制を整備し、監査の実効性を

確保する。 


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部企業情報
	第４提出会社の状況


	６コーポレート・ガバナンスの状況


	pageform1: 1/4
	pageform2: 2/4
	form1: EDINET提出書類  2007/08/10 提出
	form2: 新日本理化株式会社(264006)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/4
	pageform4: 4/4


